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諸般の報告（令和６年第２回議会定例会（令和６年３月１日）後）

令和６年６月３日（月）

◎ 議決結果の報告

○ ３月８日、令和６年第１回議会定例会の議決を経た議案を、地方自治法第１６条第１項、

第１２３条第４項及び第２１９条第１項の規定により村長に送付。

◎ 監査の報告受理

○ ３月２１日、４月２３日及び５月２７日、監査委員から例月出納検査の報告を受理。

◎ 系統議長会関係

○ ５月７日、三戸郡町村議会議長会臨時総会出席。

○ ５月２１日、全国町村議会議長副議長研修会（東京国際フォーラム）出席。

◎ 議員派遣の報告

○ ３月２２日、五戸地区議会議員協議会役員会に出席した議員から、次のとおり報告を受

理。

日 時 令和６年３月２２日

場 所 五戸町

目 的 五戸地区議会議員協議会主催による役員会

派遣議員 細川真理子、村岡和俊

○ ４月２５日、五戸地区議会議員協議会定時総会・研修会に出席した議員から、次のとお

り報告を受理。

日 時 令和６年４月２５日

場 所 五戸町

目 的 五戸地区議会議員協議会主催による総会及び研修会

派遣議員 横道一男、細川真理子、滝沢 仁、村岡和俊、才神幸男、永野範英、稲葉嘉

浩

○ ５月２１日、全国町村議会議長副議長研修会に出席した議員から、次のとおり報告を受

理。

日 時 令和６年５月２１日

場 所 東京都

目 的 全国町村議会議長会主催による研修会

派遣議員 細川真理子
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○ ５月２９日、町村議会広報研修会に出席した議員から、次のとおり報告を受理。

日 時 令和６年５月２９日

場 所 青森市

目 的 県町村議会議長会主催による議会広報研修会

派遣議員 滝沢 仁、才神幸男、稲葉嘉浩
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会 期 日 程

令和６年第２回新郷村議会定例会会期日程

月 日 曜日 種 別 内 容 開議時間

６ 月 ３ 日 月 本会議 議案一括上程、提案理由説明 午前１０時

６ 月 ４ 日 火 休 会 議案熟考

６ 月 ５ 日 水 委員会 各委員会

６ 月 ６ 日 木 本会議 一般質問 午前１０時

６ 月 ７ 日 金 本会議 委員長報告、議案審議 午前１０時



第 １ 日 （６月３日）
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令和６年第２回新郷村議会定例会

令和６年６月３日（月曜日）午前１０時０４分開会

議事日程（第１号）

日程第 １ 会議録署名議員の指名について

日程第 ２ 会期の決定について

日程第 ３ 報告第１号、報告第２号、議案第２７号から議案第４１号まで（村長提出・提案

理由説明）

日程第 ４ 報告第１号、報告第２号

報告第１号 出資法人の決算状況の報告について

「一般財団法人 新郷村ふるさと活性化公社」

報告第２号 令和５年度新郷村一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告につい

て

─────────────────────────────────────────────────

本日の会議に付した事件

報告第 １号 出資法人の決算状況の報告について

「一般財団法人 新郷村ふるさと活性化公社」

報告第 ２号 令和５年度新郷村一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について

議案第２７号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「新郷村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例」

議案第２８号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「新郷村介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に係る基準に関する条例の全部を改正する条例」

議案第２９号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「新郷村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例」

議案第３０号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて
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「新郷村介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する条例の一部を改正する条例」

議案第３１号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「令和５年度新郷村一般会計補正予算（第７号）」

議案第３２号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「令和５年度新郷村国民健康保険特別会計補正予算（第５号）」

議案第３３号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「令和５年度新郷村特定環境保全公共下水道特別会計補正予算（第５号）」

議案第３４号 青森県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更並びに青森県市町村総合

事務組合規約の変更について

議案第３５号 新郷村税条例の一部を改正する条例案について

議案第３６号 新郷村国民健康保険税条例の一部を改正する条例案について

議案第３７号 水槽付消防ポンプ自動車購入契約締結について

議案第３８号 村道の路線認定について

議案第３９号 令和６年度新郷村一般会計補正予算（第１号）案について

議案第４０号 令和６年度新郷村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）案について

議案第４１号 令和６年度新郷村国民健康保険診療所特別会計補正予算（第１号）案について

出席議員（８名）

１番 稲 葉 嘉 浩 君 ２番 永 野 範 英 君

３番 才 神 幸 男 君 ４番 横 道 一 男 君

５番 村 岡 和 俊 君 ６番 滝 沢 仁 君

７番 細 川 真理子 君 ８番 福 山 惠一郎 君

欠席議員（なし）

地方自治法第１２１条の規定による者の職氏名

村 長 櫻 井 雅 洋 君 副 村 長 横 田 堅 悦 君
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職務のため出席した者の氏名

教 育 長 岡 田 稔 君 総 務 課 長 横 道 敏 克 君

会 計 管 理 者 中鶴間 淳 子 君
企 画 商 工
観 光 課 長 桜 井 真紀子 君

農 林 課 長 兼
農 業 委 員 会
事 務 局 長

福 山 鋼 蔵 君 建 設 課 長 横 沢 幸 治 君

税 務 課 長 平 葭 美 幸 君 住 民 課 長 本 間 由美子 君

厚 生 課 長 小 沢 幸 寛 君 診療所事務長 工 藤 勝 志 君

教 育 委 員 会
総 務 課 長 高 見 憲 一 君

議 会
事 務 局 長 福 山 徹 君 主 査 福 山 拓 史 君
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─────────────────────────────────────────────────

◎開会の宣告

○議長（横道一男君） 定足数に達していますので、令和６年第２回新郷村議会定例会を開会

いたします。

これから本日の会議を開きます。

これから諸般の報告をいたします。

報告事項については、お手元に配付した資料のとおりであります。

これで諸般の報告を終わります。

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。

（午前１０時０４分）

─────────────────────────────────────────────────

◎会議録署名議員の指名

○議長（横道一男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、滝沢仁君、才神幸男君を指名いたし

ます。

─────────────────────────────────────────────────

◎会期の決定

○議長（横道一男君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

会期の日程等については、議会運営委員会の審議の結果、お手元に配付のとおりであります

が、この際、議会運営委員長から報告を求めます。

委員長、滝沢仁君。

○議会運営委員長（滝沢 仁君） おはようございます。

ご報告いたします。

議会運営委員会において審議した結果は、お手元に配付してあります会期日程表のとおりで

あります。本日から６月７日までの５日間といたします。

以上、報告を終わります。

○議長（横道一男君） ただいまの委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。
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したがって、本定例会の会期は委員長報告のとおり本日から６月７日までの５日間と決定い

たしました。

─────────────────────────────────────────────────

◎報告第１号、報告第２号、議案第２７号から議案第４１号までの上程、説明

○議長（横道一男君） 日程第３、報告第１号、報告第２号、議案第２７号から議案第４１号

までの報告２件、議案１５件を一括上程いたします。

村長から提案理由の説明を求めます。

村長。

○村長（櫻井雅洋君） おはようございます。

令和６年第２回新郷村議会定例会提案のご説明を申し上げます。

本日ここに、令和６年第２回新郷村議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にはご

多忙の折、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げるとともに、本定例会に提案いたしました議案の概要

についてご説明申し上げ、ご審議の参考に供したいと思います。

まず初めに、２日開催のキリスト祭が、議員皆様方や関係者のご協力によって、盛会裏に終

えることができましたことに感謝申し上げる次第であります。６０回の節目として、コロナ禍

が５類に引き下げられたことで、従前のように村内外から多くの招待者を招き、趣向を凝らし

たお祭りとなりました。情報交換会では大いに親交を深められ、有意義な一日であったと実感

しております。今後もさらなる観光行政にご尽力賜りますようお願いするものであります。

今、当村のみならず、全国的に少子高齢化、人口減少と大きな課題を抱え、解決に翻弄して

おります。その中で、先般、消滅の可能性がある市町村として、人口戦略会議の報告書が新聞

に掲載されました。一面的な指標で線引きされており、地域の努力に水を差すと全国町村会が

批判する記事を読み、民間組織である人口戦略会議報告書の意図に苦慮しているところですが、

推計結果を踏まえ、村づくりに施策を模索していかなければならないと思っております。

令和５年度の事業については、出納整理期間が終わり、歳出節減を基本に予算執行してまい

りました。その結果、推計で剰余金が１億数千万になるものと予想しております。令和６年度

の基金繰り出しは２億８，０００万としており、財源状況を見極め、青森県子育て支援を活用

し、物価高騰対策やワクチン接種助成、村の財政健全化を図り、基幹産業である農林畜産業振

興など農業所得向上、福祉対策、教育対策、環境整備など、元気な村づくりに努めてまいりた

いと思っております。
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農作業は、春から比較的よい天候に恵まれ、順調に推移しているようです。２３日に田植状

況調査を実施しており、９０％超の進捗率でありました。今後は、良品質の農産物生産を目指

し、関係機関と連携し指導に努めてまいりたいと思っております。

議員皆様には、村の発展のために特段のご指導、ご協力をお願い申し上げます。

それでは、提案いたしました報告２件、議案１５件についてご説明申し上げます。

報告第１号 出資法人の決算状況の報告については、地方自治法第２４３条の３第２項によ

る出資法人である一般財団法人新郷村ふるさと活性化公社の経営状況を報告するものでありま

す。

報告については、お手元の資料のとおりでございますので、報告とさせていただきます。

報告第２号 令和５年度新郷村一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告については、地方

自治法施行令第１４６条第２項の規定による令和５年度新郷村一般会計予算繰越明許費繰越計

算書の報告であります。

報告については、お手元の資料のとおりでございますので、ご報告とさせていただきます。

議案第２７号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについては、新郷村指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例でありま

すが、令和６年４月１日より施行された指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準の改正に伴い、村条例の一部を改正したものであります。

議案第２８号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについては、新郷村介護保険

法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の全

部を改正する条例でありますが、令和６年４月１日より施行された指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、村条例の全部を改正したものでありま

す。

議案第２９号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについては、新郷村指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でありますが、令和６年４月１日

より施行された指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、村条例の一部を改正したもの

であります。

議案第３０号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについては、新郷村介護保険

法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着
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型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する条例の一部を改正す

る条例でありますが、令和６年４月１日より施行された指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、村条例の一部を改正したものであります。

議案第３１号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについては、令和５年度新郷

村一般会計補正予算（第７号）でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３，８５２万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億１２６万９千円

といたしました。

歳入の主なる内容は、１０款地方交付税５，５３０万円、１６款財産収入１６３万円をそれ

ぞれ追加し、１４款国庫支出金６８万４千円、１５款県支出金９８万７千円、１７款寄附金

１，２６６万円、２１款村債４３０万円をそれぞれ減額しております。

歳出の主なる内容は、２款総務費で財政調整基金ほか４，４２０万６千円、１０款教育費で

積立金３万円をそれぞれ追加し、３款民生費で繰出金９千円、６款農林水産業費で繰出金ほか

２４０万８千円、８款土木費で繰出金ほか３４万円、１１款災害復旧費で委託料ほか２９５万

円をそれぞれ減額しております。

議案第３２号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについては、令和５年度新郷

村国民健康保険特別会計補正予算（第４号）でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に変更

はございませんが、歳入予算の款内を補正し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億

６，６１８万６千円といたしました。

議案第３３号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについては、令和５年度新郷

村特定環境保全公共下水道特別会計補正予算（第５号）でありますが、既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ４２０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億

７，６２９万円といたしました。

議案第３４号 青森県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更並びに青森県市町村総

合事務組合規約の変更については、令和６年度から導入された森林環境税の賦課徴収について

は、地方税である個人住民税均等割と併せて行うとされたため、共同処理する事務のうち市町

村民税等の滞納整理に関する事務に森林環境税に係る徴収金を加えなければならないことから、

青森県市町村総合事務組合規約の変更について、地方自治法第２８６条第１項及び同法第

２９０条の規定に基づき、議会の議決を要するため提案するものであります。

議案第３５号 新郷村税条例の一部を改正する条例案については、地方税法等の一部を改正
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する法律等が公布されたことにより、本条例の一部について所要の改正が必要となったため提

案するものであります。

議案第３６号 新郷村国民健康保険税条例の一部を改正する条例案については、国民健康保

険法施行令の一部改正に合わせ、本条例の一部について所要の改正が必要となったため提案す

るものであります。

議案第３７号 水槽付消防ポンプ自動車購入契約締結については、令和６年５月１４日、指

名競争入札に付した水槽付消防ポンプ自動車の購入について契約を締結するため、地方自治法

第９６条第１項第８号の規定により、議会の議決を求めるため提案するものであります。

議案第３８号 村道の路線認定については、村道の路線認定について、道路法第８条第２項

の規定により、議会の議決を求めるため提案するものであります。

議案第３９号 令和６年度新郷村一般会計補正予算（第１号）案でありますが、既定の歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，４９４万６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２７億７２４万６千円といたしました。

歳入の主なる内容は、１４款国庫支出金で１，２０８万１千円、１８款繰入金で

２，２８６万５千円をそれぞれ追加しております。

歳出の主なる内容は、２款総務費、１項総務管理費で用地費３００万円、３項戸籍住民登録

費で行政手続オンライン化導入等委託料５５７万４千円、コンビニ交付システム利用料

２８６万円、かんたん窓口システム利用料３７１万８千円、７項企画振興費でデジタル化整備

等導入委託料２６０万円、デジタル化導入等利用料５００万円、３款民生費、１項社会福祉費

で国民健康保険特別会計への繰出金３０７万５千円、２項児童福祉費で出産祝金３０万円、

６款農林水産業費、２項林業費で新郷村猟友会補助３０万円をそれぞれ追加しております。

以上が令和６年度一般会計補正予算（第１号）案でございます。

議案第４０号 令和６年度新郷村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）案についてであ

りますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４０６万５千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３億８，０３６万５千円といたしました。

議案第４１号 令和６年度新郷村国民健康保険診療所特別会計補正予算（第１号）案につい

てでありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ９，９０１万９千円といたしました。

以上、提案いたしました議案について、その概要をご説明申し上げましたが、何とぞ慎重ご

審議の上、原案どおりご承認、御議決賜りますようお願い申し上げます。
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なお、字句、数字等の読み違いについては、議長において訂正くださるようお願いいたしま

す。

─────────────────────────────────────────────────

◎報告について

○議長（横道一男君） 日程第４、報告第１号 出資法人の決算状況の報告について「一般財

団法人新郷村ふるさと活性化公社」、報告第２号 令和５年度新郷村一般会計予算繰越明許費繰

越計算書の報告については報告事項であります。内容については、提案説明の際に報告されて

おります。ご了承願います。

以上で報告を終わります。

─────────────────────────────────────────────────

◎散会の宣告

○議長（横道一男君） 以上をもって本日の議会日程は終了しました。

来る６月６日は午前１０時から会議を開きます。

本日はこれで散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午前１０時２９分）



第 ２ 日 （６月６日）
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─────────────────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（横道一男君） おはようございます。

会議に入る前に、本日は新郷小学校の６年生の児童が傍聴に来られております。新郷村議会

傍聴規則では、児童及び乳幼児は傍聴席に入ることはできないとの規則がありますが、本日は

議長が児童の傍聴を許可いたします。

定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。

（午前１０時０１分）

─────────────────────────────────────────────────

◎一般質問

○議長（横道一男君） 日程第１、一般質問を行います。

─────────────────────────────────────────────────

◇ 稲 葉 嘉 浩 君

○議長（横道一男君） 質問の通告がありますので、発言を許します。

１番、稲葉嘉浩君。

○１番（稲葉嘉浩君） おはようございます。

議長のお許しをいただきましたので、質問をさせていただきます。

新郷村の危険木の現状とその対策についてお聞きいたします。

去る５月２６日に発生した熱帯低気圧は台風１号になり、５月３１日には熱帯低気圧に変わ

ったものの、山梨県富士河口湖町では２８日に木が倒れ、アパートや車を直撃、車内で倒木の

下敷きになった７０代の男性が死亡する事案が発生しました。

豪雨や台風の気象害並びに枯損や過度な成長等により発生することが予想される、道路や住

宅及び農業用施設であるハウスや作業小屋等建物への倒木被害に対し、住民の生命、財産及び

地域の安全を確保するために、危険木の伐採、撤去及び処分に対してどのような対策を考えて

いるのか。

以下のとおり質問いたします。

１、現在、新郷村が危険木と認識している木、あるいは倒木による被害が予想される箇所は

どれぐらい存在するのか。

２、危険木の倒木に対して、新郷村は現状どのような対策をしているのか。
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３、危険木の伐採、撤去及び処分を個人で行うにはかなりの危険が伴い、業者に委託した場

合には多額の費用がかかると思うが、新郷村として補助金等の支援は考えているのか。

４、今後の危険木の倒木に対する新郷村の対策は。

以上の質問にお答えください。

なお、再質問は自席からさせていただきます。

○議長（横道一男君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） おはようございます。

今日は、小学校６年生の生徒たちが、児童の方が傍聴に見えられております。将来このよう

な席に来られることを期待しておりますので、十分勉強していってください。よろしくお願い

します。

（「はい」の声あり）

○村長（櫻井雅洋君） いい返事ですね。

それでは、１番、稲葉議員の危険木伐採支援事業等々についてのご質問にお答えいたします。

当村は、山林が大部分を占め、急傾斜地に住居が広がっている地域であります。裏山や道路

においても、境界線上に木が生えております。危険木の認定はしておりませんが、雪や強風に

よって倒木した報告を受け、業者に早急に依頼し、除去させております。観光地内や村有地内

の支障木は職員で対応しております。

一方、民有地での支障木については、所有者に周知しながら相談に応じております。支障木

や危険物の伐採、撤去、処分等の助成は考えておりませんが、今後、対応について検討してま

いりたいと思っております。

その他の答弁は、担当課長よりお答えさせていただきます。

○議長（横道一男君） 建設課長。

○建設課長（横沢幸治君） １番の稲葉議員のご質問にお答えいたします。

１番の実態ですけれども、村長答弁にもございましたように、当村は山村、山間地であると

ともに急傾斜地域が住居まで広がっている地域でございます。ですので、危険木と認識してい

る立ち木、倒木による被害が予想される箇所についてですが、全体を把握できていないところ

であります。

２番の対策ですが、現状、職員による道路の巡視、道路維持や草刈り業務において作業範囲

を決めており、担当区域の建設業者からの情報提供や郵便局員、郵便局配達員からの情報提供

を基に、現地確認をした上で建設業者へ依頼、または、職員でできる範囲で対応しております。
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また、個人の敷地からはみ出ている場合は、所有者へ連絡し、個別対応してもらうこととし

ております。

ほかに、電線、控え線等に危険木や倒木が見られた場合は、電力・電話会社へ連絡して、撤

去してもらっている状況です。

３番の支援についてですが、近隣自治体の動向をうかがいながら検討していきたいと思いま

す。

４番の今後の対策ですが、２番でお答えしたとおり、引き続き、職員での道路巡視、建設業

者からの情報提供や郵便局配達員からの情報提供を基に、現地確認をした上で建設業者へ依頼、

または、職員で対応できる範囲で対応していきたいと思います。

同様に、個人の敷地からはみ出ている場合は、所有者へ連絡し、個別対応してもらうよう働

きかけていきたいと思います。

以上、稲葉議員への答弁といたします。

○議長（横道一男君） １番。

○１番（稲葉嘉浩君） 結局は、現状は把握し切れていないということですね。あとは、業者

とか個人とか、その情報に頼っていると。こちらのほうで、村のほうから、ここは危ないです

よというような状態ではないということですね。

地球温暖化もあって、世界中で異常気象が続いています。日本も例外ではなく、極端な豪雨

や台風被害が発生しています。もし隣の家にある大きな樹木が台風により倒木し、自分の家が

破壊されたら、隣の住民に損害賠償請求することはできるのでしょうか。自然災害は不可抗力

とも考えられるので、自分の家が被害に遭った場合にどうすればいいのか心配という人も多い

と思います。

民法７１７条では、「１項、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損

害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

ただし、占有者が被害の発生を防止するために必要な注意をしたときは、所有者がその損害を

賠償しなければならない。２項、前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合につい

て準用する」とあります。

倒木によりけがを負わせた場合、不法行為による損害賠償請求がされる可能性があります。

ただ、自然災害で木が倒れた結果、隣家に損害が生じた場合、所有者に防御がないのであれば、

責任は問われません。しかし、木の栽植または支持に瑕疵がある場合には、占有者または所有

者は損害賠償しなければなりません。つまり、倒木の危険があることを知りながら放置してい
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たなどの瑕疵がある場合には、占有者並びに所有者は、被害者に対してその損害を賠償しなけ

ればならないということです。

また、倒木まで至らなくても、隣家の枝が自宅の敷地まで入り込んだり、道路へはみ出した

りして危険ということもあります。このような場合でも、民法２３３条第１項では、勝手に枝

を切ってしまうことは許されません。民法では、隣地の竹木が境界線を越えるときは、その竹

木の所有者に、その枝を切除させることができると規定されています。勝手に切ってしまった

場合、民法上は、不法行為に基づく損害賠償請求がなされる可能性があります。また、刑事上

は、器物破損罪が成立する可能性もあります。

電線や電話等の通信ケーブルにかかる木や枝については、当事者である企業が処理していま

す。先ほどの一般質問の通告でも述べましたが、危険木の伐採、撤去及び処分を個人で行うに

はかなりの危険が伴い、業者に委託した場合には多額の費用がかかります。

新郷村は高齢化しています。高齢者が無理をして、木やはしごから転落してけがをしている

例は時々発生しています。住民の生命を守り、隣人トラブルを事前に防ぎ、地域の安全・安心

のためには、新郷村として補助金等の支援を考えるべきだと思いますが、村長はどうお考えで

すか。

○議長（横道一男君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） 今、稲葉議員の指摘したとおり、当村においては高齢化が進んで、独

居老人等々、独りで対処できない、そういう住民が多くいるのは承知しておりますが、先ほど

るる法律で述べたとおり、やっぱり民有林に関しては、なかなか、村といえども手を出せない。

ただ、相談は可能だと思うんですよ。その辺をこれから検討していかなければならないし、

また、今現在、その被害を被った場合の、周辺の町村等において、まだ規制……何というんで

すか、法律化というんですか、条例化しているところはないんですが、たしか八戸がそういう

条例化しているという情報は得ておりますが、がしかし、今までに一回もそれをやったことが

ないと。行使したことがない。その辺が非常に大変だと思うんですよ。全て村が全部やるのか

というふうになると、危険木だけでなくて空き家もそうなんですけれども、そういうふうなこ

とをこれから皆さんと共に検討していかなければならない事項だなというふうに考えています。

以上です。

○議長（横道一男君） １番。

○１番（稲葉嘉浩君） 今、民有林についてはなかなか手が出せないというか、相談は受ける

というような感じですが、こういう、今言ったことを、条例化であれ、あと、こういう申請す
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れば支援があるんですよ、補助があるんですよということになれば、住民のほうから、ぜひお

願いしたいという声が上がってくると思いますので、そこは、やっぱりこちらのほうから、行

政のほうからも声をかけていくべきではないかと思います。

例えば、役場や学校等の公共施設に隣接する私有地に存在する危険木が、その敷地あるいは

建物等施設に被害を及ぼす場合もあります。また、村長も日頃から述べていますが、新郷村一

番の基幹産業である農業の施設であるハウスや作業小屋等に被害を及ぼす場合も考えられます。

あるいは、先ほど村長、言いましたけれども、隣地が空き家になっている私有地に危険木が

存在する場合、国土交通省では、空家対策の推進に関する特別措置法、通称空家特措法に関す

る適切な実施を図るために必要な指針として、「特定空家等が現にもたらしている、又はそのま

ま放置した場合に予想される悪影響の範囲内に、周辺の建築物や通行人等が存在し、又は通行

し得て被害を受ける状況にあるか否か等により判断する。その際の判断基準は一律とする必要

はない」ということで言っています。

今回取り上げた危険木の対策について、村長は、そういうのは、八戸は取り組んでいて、ほ

かにはないみたいなことをおっしゃいましたけれども、全国の各自治体で様々な施策を条例化

しています。

新郷村には危険木に対する条例はないということですが、私は、以前、消防水利の整備に関

する一般質問の際に、全ての防災は事前対策にあり、安全・安心は準備に比例すると述べさせ

ていただきました。この危険木の件、空き家を含めた新郷村の現状をより詳細に把握するとと

もに、新郷村の地域に即した対策、支援、そして条例の制定も視野に入れて、住民の安全・安

心に努めていただきたいと思っています。

以上、一般質問を終わります。

○議長（横道一男君） 以上で、稲葉嘉浩君の一般質問を終わります。

─────────────────────────────────────────────────

◎散会の宣告

○議長（横道一男君） これで本日の議事日程は終了しました。

来る７日は午前１０時から会議を開きます。

本日はこれで散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午前１０時１７分）



第 ３ 日 （６月７日）
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令和６年第２回新郷村議会定例会

令和６年６月７日（金曜日）午前１０時０１分開議

議事日程（第３号）

日程第 １ 議案第２７号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「新郷村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例」

日程第 ２ 議案第２８号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「新郷村介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に係る基準に関する条例の全部を改正する条例」

日程第 ３ 議案第２９号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「新郷村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例」

日程第 ４ 議案第３０号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「新郷村介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する条例の一

部を改正する条例」

日程第 ５ 議案第３１号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「令和５年度新郷村一般会計補正予算（第７号）」

日程第 ６ 議案第３２号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「令和５年度新郷村国民健康保険特別会計補正予算（第５号）」

日程第 ７ 議案第３３号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「令和５年度新郷村特定環境保全公共下水道特別会計補正予算

（第５号）」

日程第 ８ 議案第３４号 青森県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更並びに青森

県市町村総合事務組合規約の変更について

日程第 ９ 議案第３５号 新郷村税条例の一部を改正する条例案について
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日程第１０ 議案第３６号 新郷村国民健康保険税条例の一部を改正する条例案について

日程第１１ 議案第３７号 水槽付消防ポンプ自動車購入契約締結について

日程第１２ 議案第３８号 村道の路線認定について

日程第１３ 議案第３９号 令和６年度新郷村一般会計補正予算（第１号）案について

日程第１４ 議案第４０号 令和６年度新郷村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）案に

ついて

日程第１５ 議案第４１号 令和６年度新郷村国民健康保険診療所特別会計補正予算（第１号）

案について

日程第１６ 委員会の閉会中の継続調査について

─────────────────────────────────────────────────

本日の会議に付した事件

議事日程第３号に同じ

出席議員（８名）

１番 稲 葉 嘉 浩 君 ２番 永 野 範 英 君

３番 才 神 幸 男 君 ４番 横 道 一 男 君

５番 村 岡 和 俊 君 ６番 滝 沢 仁 君

７番 細 川 真理子 君 ８番 福 山 惠一郎 君

欠席議員（なし）

地方自治法第１２１条の規定による者の職氏名

村 長 櫻 井 雅 洋 君 副 村 長 横 田 堅 悦 君

教 育 長 岡 田 稔 君 総 務 課 長 横 道 敏 克 君

会 計 管 理 者 中鶴間 淳 子 君
企 画 商 工
観 光 課 長 桜 井 真紀子 君

農 林 課 長
兼農業委員会
事 務 局 長

福 山 鋼 蔵 君 建 設 課 長 横 沢 幸 治 君

税 務 課 長 平 葭 美 幸 君 住 民 課 長 本 間 由美子 君

厚 生 課 長 小 沢 幸 寛 君 診療所事務長 工 藤 勝 志 君
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職務のため出席した者の氏名

教 育 委 員 会
総 務 課 長 高 見 憲 一 君

議 会
事 務 局 長 福 山 徹 君 主 査 福 山 拓 史 君
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─────────────────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（横道一男君） おはようございます。

定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。

（午前１０時０１分）

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第２７号の質疑、討論、採決

○議長（横道一男君） 日程第１、議案第２７号 専決処分した事項の報告及び承認を求める

ことについて「新郷村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例」を議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 討論なしと認めます。

これから議案第２７号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第２７号は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２７号は承認することに決定しました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第２８号の質疑、討論、採決

○議長（横道一男君） 日程第２、議案第２８号 専決処分した事項の報告及び承認を求める

ことについて「新郷村介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に係る基準に関する条例の全部を改正する条例」を議題といたします。
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これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 討論なしと認めます。

これから議案第２８号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第２８号は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２８号は承認することに決定しました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第２９号の質疑、討論、採決

○議長（横道一男君） 日程第３、議案第２９号 専決処分した事項の報告及び承認を求める

ことについて「新郷村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」

を議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 討論なしと認めます。

これから議案第２９号を採決いたします。

お諮りいたします。
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議案第２９号は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２９号は承認することに決定しました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第３０号の質疑、討論、採決

○議長（横道一男君） 日程第４、議案第３０号 専決処分した事項の報告及び承認を求める

ことについて「新郷村介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 討論なしと認めます。

これから議案第３０号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第３０号は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３０号は承認することに決定しました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第３１号の質疑、討論、採決

○議長（横道一男君） 日程第５、議案第３１号 専決処分した事項の報告及び承認を求める

ことについて「令和５年度新郷村一般会計補正予算（第７号）」を議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。
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（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 討論なしと認めます。

これから議案第３１号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第３１号は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３１号は承認することに決定しました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第３２号の質疑、討論、採決

○議長（横道一男君） 日程第６、議案第３２号 専決処分した事項の報告及び承認を求める

ことについて「令和５年度新郷村国民健康保険特別会計補正予算（第５号）」を議題といたしま

す。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 討論なしと認めます。

これから議案第３２号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第３２号は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。
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したがって、第３２号は承認することに決定しました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第３３号の質疑、討論、採決

○議長（横道一男君） 日程第７、議案第３３号 専決処分した事項の報告及び承認を求める

ことについて「令和５年度新郷村特定環境保全公共下水道特別会計補正予算（第５号）」を議題

といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 討論なしと認めます。

これから議案第３３号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第３３号は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３３号は承認することに決定しました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第３４号の質疑、討論、採決

○議長（横道一男君） 日程第８、議案第３４号 青森県市町村総合事務組合の共同処理する

事務の変更並びに青森県市町村総合事務組合規約の変更についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。
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（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 討論なしと認めます。

これから議案第３４号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第３４号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３４号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第３５号の質疑、討論、採決

○議長（横道一男君） 日程第９、議案第３５号 新郷村税条例の一部を改正する条例案につ

いてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 討論なしと認めます。

これから議案第３５号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第３５号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３５号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第３６号の質疑、討論、採決

○議長（横道一男君） 日程第１０、議案第３６号 新郷村国民健康保険税条例の一部を改正

する条例案についてを議題といたします。
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これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 討論なしと認めます。

これから議案第３６号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第３６号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３６号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第３７号の質疑、討論、採決

○議長（横道一男君） 日程第１１、議案第３７号 水槽付消防ポンプ自動車購入契約締結に

ついてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 討論なしと認めます。

これから議案第３７号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第３７号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３７号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第３８号の質疑、討論、採決

○議長（横道一男君） 日程第１２、議案第３８号 村道の路線認定についてを議題といたし

ます。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 討論なしと認めます。

これから議案第３８号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第３８号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３８号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第３９号の質疑、討論、採決

○議長（横道一男君） 日程第１３、議案第３９号 令和６年度新郷村一般会計補正予算（第

１号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

滝沢仁君。

○６番（滝沢 仁君） 歳出、２款総務費、１項総務管理費、公有財産購入費の３００万につ

いて質問いたします。先日行われた全員協議会でも説明がありましたが、ちょっと私、そのと

きの説明では分からない部分が多くて、再度質問させていただきます。
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空いている土地を買うと。今後の活用については考えていない。民間に買われれば困るので

という村長の説明でしたが、いま一度、もっと、詳しく説明をお願いいたします。

○議長（横道一男君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） 今のところ利用するという計画はないんですが、あそこの駐車場が道

路に駐車していると。ですから、少し駐車場等々もこれから考えなければならないのかなと思

いますし、また、これからの新郷温泉館のほうの改修工事の関係もどういうふうになるか分か

りませんが、その辺を見ながら、うまく利用できればなということで、一応、購入することで

契約する予定でございます。

以上です。

○議長（横道一男君） 滝沢仁君。

○６番（滝沢 仁君） 用途は決まっていないと。ただ、温泉館の改修があってという答弁が

ありましたが、じゃ、ここに上物を建てることも考えているということになるのでしょうか。

ということになりますと、今定例会で、全協でも説明がありませんでしたし、かなり難しい判

断を今しなければいけないということになれば、私もすごくあれなの。とんでもない金額がか

かっていくものと、温泉館のどうのこうのということになれば、何億という金額がかかってい

くことにつながることになるのであればという危惧をしながら、今、質問したところでありま

したが、それを含めてなのか、もう一度、説明お願いします。

○議長（横道一男君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） 前にも皆さんと一応協議しましたけれども、新郷温泉館のほうがもう

老朽化激しいということから、どういうふうにすればいいのかということを議論はしておりま

すが、まだ具体的にこうするという段階に来ていないと。

でも、やはり村民の、その福祉関係を維持するためにはなくてはならないものだということ

から、建て替え、そこに建てるとかそういうことでなくて、まだこれから十分議論しながら、

じゃ、どういうふうにするかということを検討していかなければならないことなので、がしか

し、その土地については、そういうふうなもろもろのことも考えながら、今現在、先行投資し

たというふうな形でございます。

○議長（横道一男君） 滝沢仁君。

○６番（滝沢 仁君） じゃ、今のところは建てる予定はないけれども、土地を取りあえず押

さえておくという認識で間違いはないでしょうか。

また、先ほど村長、建て替えも含めという話もありましたが、我々、今定例会が任期最後な
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ものです。今後、選挙の結果には、選挙の結果ありまして、どういうふうなメンバーに、私も

ここにいるかも分かりませんし、今後新しい議員の方々に引き継がれるものかと思いますが、

まず、その建て替えることも決まっているわけでもない。でも、まず土地は買っておくという

認識でよろしいでしょうか。

○議長（横道一男君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） 滝沢議員の言うとおり、先行投資するということで、具体的なものは

まだこれから皆さんと協議をしながら進めていかなければならないことだし、先ほど言いまし

たように、建て替えするとなると莫大な金額がかかりますので、私一人の判断では決められる

ものではないですし、皆さんと協議しながら進めていかなければならないものと思っておりま

す。

以上です。

○議長（横道一男君） ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） これで質疑を終わります。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 討論なしと認めます。

これから議案第３９号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第３９号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第４０号の質疑、討論、採決

○議長（横道一男君） 日程第１４、議案第４０号 令和６年度新郷村国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。
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（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 討論なしと認めます。

これから議案第４０号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第４０号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４０号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第４１号の質疑、討論、採決

○議長（横道一男君） 日程第１５、議案第４１号 令和６年度新郷村国民健康保険診療所特

別会計補正予算（第１号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 討論なしと認めます。

これから議案第４１号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第４１号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。
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─────────────────────────────────────────────────

◎委員会の閉会中の継続調査について

○議長（横道一男君） 日程第１６、委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。

総務常任委員長から、総務、厚生、財政、教育及びこれらに関する事項の調査、産業建設常

任委員長から、農林、商工、公有林野、土木建築及びこれらに関する事項の調査、議会運営委

員長から、本会議の会期日程等、議会の運営に関する事項の調査について、それぞれ閉会中の

継続調査の申出があります。

各委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（横道一男君） 異議なしと認めます。

したがって、委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。

以上で、本日の議事日程は全部終了しました。

本定例会に付議された事件は全て終了しました。

これで本日の会議を終了します。

（午前１０時２４分）

─────────────────────────────────────────────────

◎村長挨拶

○議長（横道一男君） 村長よりご挨拶があります。

村長。

○村長（櫻井雅洋君） 議長のお許しを得ましたので、一言、お礼のご挨拶を申し上げます。

去る３日から始まった今定例会にご提案申し上げました全ての議案、ご承認をいただきまし

て、誠にありがとうございました。

会期中、議員皆様から寄せられたご意見、ご要望等については、村政に反映できるよう努め

てまいりたいと考えております。

そして、ご承認された議案内容については、適切かつ円滑に運用し、予算執行に当たっては、

歳出抑制を心がけながら、限られた予算で最大の効果を生み出すよう努めてまいりたいと思っ

ております。

そして、議員皆様方の任期は７月２８日をもって満了となります。今回の定例会が最後の議

会となりました。議員の皆様には、この４年間、行政に対し、さらなる村発展のためにご指導

やご協力をいただいたことに対し、心よりお礼と感謝を申し上げます。
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私自身も、議員の皆様方にはご迷惑をおかけした点、多々あったと思います。そういった中

で、励ましの言葉やご指導、ご協力をいただき、何とか村政運営に携わってくることができま

した。おかげさまで、今では、村も県内外に誇れるような位置づけとなりました。これもひと

えに議員皆様方の議員活動のたまものであり、今後においても必ずや新郷村発展のために生か

されていくものと思っております。

議員の皆様方は間もなく選挙戦が始まります。新型コロナウイルスが終息しておりませんが、

体調管理には十分気をつけ、再びこの議場で会えることを心からお待ち申し上げ、この４年間、

行政を温かく支え、ご指導くださったことにお礼と感謝を込め、閉会に当たっての挨拶といた

します。

ありがとうございました。

─────────────────────────────────────────────────

◎閉会の宣告

○議長（横道一男君） 令和６年第２回新郷村議会定例会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

（午前１０時２７分）
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